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平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 

管理番号 76 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

提案事項（事項名） 

児童手当における学校給食費の徴収権限の強化 

提案団体 

伊丹市 

制度の所管･関係府省 

内閣府、文部科学省 

求める措置の具体的内容 

児童手当法第 22 条第 1 項の規定による保育所等の保育料に係る児童手当からの特別徴収について、学校給

食費等にも適用拡大を求める。また、学校給食費等滞納金についても、強制徴収ができるよう包括的な制度の

見直しを求める。 

具体的な支障事例 

○伊丹市における平成２８年度学校給食費は、調定額約５億２千万円中、平成２９年５月時点で約２５０万円が

滞納となっており、学校給食費の未収金の縮減は大きな課題となっている。学校給食費については、児童手当

法第 21 条の規定によって、児童手当受給者の申し出を条件に児童手当からの特別徴収を認めているが、伊丹

市では市からの電話・文書・訪問催告などの、あらゆる接触手段に応答がなく、また、裁判所からの支払督促に

も反応がない上に、財産の所在も不明であるため、強制執行等の手続等も先に進まない受給者に対しては、そ

もそも特別徴収の同意を得ることが難しい状況にある。

○学校給食費については私債権として位置づけられていることから、地方税の滞納処分の例による処分を行う

ことができない。そのため、債権管理を行うに当たって財産調査や強制徴収を行うことができず、学校給食を実

施する上での公平性の担保や歳入の確保について支障が生じている。

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

学校給食費等においても児童手当受給者からの申し出なく、児童手当からの特別徴収を認めることで、学校給

食を実施する上での公平性の担保や歳入の確保が図られ、市における債権管理に要するコスト削減効果も期

待できる。 

根拠法令等 

児童福祉法第 56 条 

児童手当法第 21 条及び第 22 条 

児童手当法施行令第 6 条 

児童手当法の一部を改正する法律等の施行について(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知 平成 24 年 雇

児発 0331 第 1 号) 

学校給食法第 1 条及び第 2 条及び第 11 条 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、朝霞市、新発田市、大垣市、多治見市、浜松市、愛知県、豊橋市、箕面市、倉吉市、倉敷市、山陽小野
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田市、大村市、雲仙市、大分県 

 

○当県では、学校と保護者との信頼関係に基づき、きめ細かな給食費の徴収が可能な私会計による給食費の

徴収を過半の自治体が行っている一方で、学校給食の公会計化を実施している自治体もある。 給食費滞納保

護者への督促業務の負担軽減、徴収率の向上については、いずれの会計制度においても重要で、その手段と

して学校給食費等においても児童手当受給者からの申し出なく、児童手当からの特別徴収を認めるべきであ

る。 

○学校給食費の滞納が解消せず、納付者との公平性が確保できていない状態にある。 

○当市における平成２８年度学校給食費は、約２０億７千万円で、そのうち平成２９年３月末時点で約８３０万円

が未納となっており、学校給食費の未収金の縮減は大きな課題となっている。学校給食費については、児童手

当法第 21 条の規定によって、児童手当受給者の申し出を条件に児童手当からの特別徴収を認めているが、申

出数としては少なく、未納金の回収において大きな効果が得られていない。 

○当市における平成２８年度学校給食費は、調定額約 18 億円のうち未納金額約 300 万円である。また、平成

28 年度の児童手当徴収実績は 9 名 362,570 円であり、電話連絡や戸別訪問により接触ができ、申出があった

者に限定される。学校給食費は私債権であり、強制徴収権もないため、滞納額の削減が進まず課題となってい

る。児童手当からの特別徴収の適用拡大は、適正な債権管理の運用及び徴収事務に係る人権費等のコスト削

減効果が期待できる。 

○当市においても、提案団体が示す事例のように、給食費の滞納については大きな課題となっている。給食費

滞納額については、督促状の送付等により支払いを求めているが悪質な滞納者に対しては効果がなく事務的な

負担も大きい。児童手当受給者の申し出による児童手当からの徴収を実施しているが、悪質な滞納者について

は同意を得ることが難しい状態である。しかし、当市の給食費の取り扱いについては、公会計化は行っておら

ず、学校給食会での私会計の取り扱いであるため、提案団体が提案している強制徴収ができるよう包括的な制

度の見直しについては、慎重な対応が必要と考える。 

○学校給食費の滞納者に対して、架電や面談、家庭訪問、督促通知等の様々な手法を用いて滞納対策に当た

っているが、一部の滞納者にはどれも効果がない状況で未納額の解消に苦慮している。児童手当受給者から

の申出なく、特別徴収を認めることで、未納額の抑制や教職員等の負担減、受益者負担の公平性を図ることが

できるなどの多くの効果が期待できる。 

○学校給食費の未納は保護者間の負担の公平性を著しく欠くばかりか、食材選定の制約や給食の質の低下な

ど給食提供に支障を来すものである。大垣市の平成 28 年度分給食費未納額は平成 29 年 5 月末時点で約 90

万円である。（収納率 99.87％） 未納対策として、教育委員会からの文書催告や学校職員の面談等による催告

を実施している。その際、児童手当法第 21 条の受給者の申し出による児童手当からの特別徴収の制度を案内

しているが、その制度の適用を拒む保護者が結果的に未納者となっている。このような悪質な保護者に対し、学

校職員は再三の連絡を取るなど、徴収事務に多大な時間を費やしている現状である。 

児童手当からの強制徴収が可能となれば、給食費の未納が解消されるため、学校事務の負担軽減が大いに期

待できる。 

〇平成 28 年度学校給食費の滞納額は、単年度で約 200 万円。電話、文書、訪問催告などの手段で接触をして

いるが、入金が少ない。 

○当市における平成 28 年度学校給食費は、調定額約 35 億 3 千万円中、平成 29 年 3 月時点で、約 295 万

円、過年度分で約 300 万円が滞納となっており、その縮減は長期に渡る課題である。市から児童手当と学校給

食費の振込口座と同一にするように依頼文書を出しているが、同意を得ることが難しい状況にある。本市の場

合、学校給食費については公会計と私会計が混在している。特に私会計においては、徴収困難な状況が続いて

おり、学校給食を実施する上で公平性を保つことが難しい状況にある。 

○当市においても、学校給食費の未収金削減は課題となっている。平成 28 年度の現年度分においては、収納

率 99.1％と公会計化（市による直接徴収）してからは一番の数字となったが、約１千２百万円の未収金が発生し

ている。市や学校での文書催告にも応じず、支払督促等の法的手続によっても未納の解決が図れない事案は

多々あるため、児童手当からの特別徴収が認められることで学校給食を実施する上での公平性の担保や、歳

入の確保が図られるとともにコスト削減効果（催告にかかる事務負担、郵便料、法的手続に係る手数料等）も期

待できる。しかし、特別徴収については、生活困窮世帯からの徴収が妥当かどうかという判定基準も重要である

ように考える。 

○当県においても、特別支援学校において学校給食費の滞納に対応するため、職員が何度も徴収へ出向いた

事例がある。 

○当市においても学校給食費の未収金の縮減は大きな課題となっている。学校給食費については、児童手当

法第 21 条の規定により、児童手当受給者の申し出を条件に児童手当からの特別徴収を認めているが、滞納者

に連絡をとり、同意を得ることが困難な状況にある。このため伊丹市が提案されている児童手当法第 22 条の規
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定が学校給食費にも適用されることになれば、学校給食を実施する上での公平性の担保や歳入の確保が図ら

れ、市における債権管理に要するコスト削減効果も期待できると考える。 

○学校給食費は他の債権とは異なり、滞納を理由として、児童・生徒の給食を停止することが望ましくないため、

私会計で運用している現在においては、当該児童・生徒の給食費は他の保護者の負担となっている。現在、適

切な時期を見据えて、公会計への移行を検討しているところであるが、保護者間の公平性の観点から学校給食

費の未納問題も課題として挙げられており、強制執行等の手続き等を実施する目的も検討理由の一つである。

また、学校給食は、児童手当法第１条に掲げる目的（次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること）を実

現するための重要な役割を果たしており、上記の問題解決の手段及び法の趣旨から鑑みても受給資格者の申

出なく、強制的に徴収できるよう制度見直しを実施することは望ましいと考える。

○当市においても給食費の未納が問題となっている。本人からの申し出により特別徴収も行っているが、納付

義務者からの反応・行動が無ければ裁判手続きによる強制執行手続きを行わなければならない。しかし、その

ためには相当の事務量が必要であり、簡単に実施できるものでは無い。

○当市では、給食費未納者が児童手当受給者で、手当の支給方法が口座振り込みである場合、支給方法を現

金支給に変更する旨の同意書を徴取し、支給日に担当課に出向き徴収している。しかし、現金支給への変更に

応じない者や、訪問しても不在で同意書の徴取が出来ない者については納付に結びつかないため、提案のよう

に児童手当受給者から同意を得なくても手当からの特別徴収が認められれば、当市においても未納額の圧縮

につながると考える。

○当市においても、学校給食費の未納・滞納状況は安全・安心な学校給食の提供を目指す学校給食実施の大

きな課題となっている。当市における学校給食費の納入は原則口座引き落としとしているが、未納・滞納状況に

ある保護者に対しては、再度の引き落とし通知、現金納入の通知、納入に係る来所相談通知、訪問徴収等様々

な取組を実施している。しかしながら、長期に渡る滞納状況にありながら納入督促を無視する保護者や市外へ

の転出等を繰り返し所在不明になる者などが多数存在する。このようなことから、提案にあるように、「児童手

当」における学校給食費の徴収権限の強化を強く求めたい。

各府省からの第１次回答 

 月々に徴収する学校給食費及び学校給食費の滞納金を、児童手当から保護者の同意なしに徴収することが

できるようにするためには、前提として、学校給食法を改正し、学校給食費を強制徴収が可能な公債権に位置

付けた上で、児童手当法を改正して特別徴収の対象とする必要がある。  

 現在、学校給食費は私債権であり、また、学校給食費の会計処理の扱いについても、児童生徒が食べる給食

の対価と言えることや、学校給食実施の実態が各地域により様々であることなどから、公会計とするか、私会計

とするかは、自治体の裁量に委ねているところであり、現在、全自治体の半数以上が私会計である（H28 文部科

学省調査では、1,729 自治体のうち 983 自治体（全体の 57％）が私会計である）。 

 ご提案の事項の実現に向けて、学校給食費を強制徴収が可能な公債権に位置付けるには、学校給食費の会

計処理を公会計とする必要があるが、一方で、現在、全体の半数以上の自治体が私会計であり、かつ、提案自

治体の中には、私会計の取り扱いであるため、強制徴収ができるよう包括的な制度の見直しについては、慎重

な対応が必要という意見もあることから、それら私会計の自治体の実情も踏まえつつ、どのような対応が可能

か、検討してまいりたい。 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

○学校給食は、学校給食法第４条に基づき、全国の公立小学校において９９％以上の割合で実施されており、

また、すべての児童生徒の健康の増進、体位の向上を図ることを目的とした教育活動の一環（昭和４５年２月２

８日保健体育審議会答申）として位置づけられている。市町村の立場として、すべての児童生徒に給食を提供し

ている中、たとえ学校給食費の滞納が理由であっても、教育現場の実態としては学校給食を停止するということ

を決して選択し得ない。

○また、生活保護制度上の教育扶助や就学援助等の支援制度などにより、全ての児童生徒への実施が担保さ

れている一方で、電話催告・訪問催告・支払督促申立にも応じない悪質な学校給食費滞納者は、現行制度では

財産調査が不可能なため滞納の解消が困難であり、学校給食費における負担の公平性が担保されていない。

○従って、学校給食費が公法上の負担義務であるということを明確にすると同時に、学校給食費の公金管理の

法的位置づけを明らかにしながら、強制徴収及び児童手当からの特別徴収が可能となる制度改正を早急に検

討していただきたい。また、負担義務の明確化に向けた具体的な検討スケジュールを早急に示して頂きたい。

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 
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【箕面市】 

国が法改正も含めた包括的な徴収制度を構築することにより、等しく給食費の徴収が可能になると考えるので、

引き続き児童手当から学校給食費の強制徴収が可能になるよう検討されたい。 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○まずは学校給食法第 11 条の改正により、学校給食費における保護者の負担義務を早急に明確化して頂き

たい。

その上で、公債権としての位置づけの整理（施設利用料か負担金か）、滞納処分規定、学校給食費の免除規

定、児童扶養手当からの特別徴収等、学校給食費に付随する諸問題の整理に着手すべきではないか。

○学校給食費における保護者の負担義務が明確化されれば、学校給食は当然に公会計へと整備されるもので

あるため、自治体における公会計化が進んでいないことを理由に、公債権化の議論が停滞しないよう、自治体

の公会計化に向けた方策も併せて検討すべきである。これらの検討について、今後の具体的なスケジュールを

示して頂きたい。

各府省からの第２次回答 

 学校給食費の滞納金を、児童手当から保護者の同意なしに徴収することができるようにするためには、前提と

して、学校給食法を改正し、学校給食費を強制徴収が可能な公債権に位置付けた上で、児童手当法を改正して

特別徴収の対象とする必要がある。 

 現在、全体の半数以上の自治体が私会計であり、かつ、追加共同提案の自治体の中には、「当市の給食費の

取り扱いについては、公会計化は行っておらず、私会計の取り扱いであるため、強制徴収ができるよう包括的な

制度の見直しについては、慎重な対応が必要」という意見もあることから、私会計の自治体も含めた自治体の意

向調査を実施することとしており、その結果を踏まえ、必要な対応について検討してまいりたい。 

平成 29 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 29年 12月 26日閣議決定）記載内容 

６【文部科学省】 

（11）学校給食法（昭 29 法 160）

学校給食費（11 条２項）の徴収に係る地方公共団体の権限については、以下のとおりとする。

・地方公共団体による学校給食費の強制徴収を可能とする方向で検討し、平成 30 年中に結論を得る。その結

果に基づいて必要な措置を講ずる。

（関係府省：内閣府）

・地方公共団体から私人への学校給食費の徴収又は収納の事務の委託については、地方公共団体が学校給

食費を強制徴収できることに併せて、所要の措置を講ずる。
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平成 30 年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 

管理番号 61 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

提案事項（事項名） 

海区漁業調整委員会の公選委員に欠員が生じた際における、補欠選挙実施基準の緩和 

提案団体 

京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県 

制度の所管･関係府省 

農林水産省 

求める措置の具体的内容 

海区漁業調整委員会の公選委員の補欠選挙について、公職選挙法上の他の選挙同様、例えば、その当選人

の不足数と足して２人以上に達したときとする等、補欠選挙実施基準の緩和を求める。 

具体的な支障事例 

海区漁業調整委員会は 15 人（公選委員：９人、知事選任委員６人）の海区委員で構成されており、農林水産大

臣が指定する海区にあっては 10 人（公選委員：６人、知事選任委員４人）の海区委員で構成されている。なお、

京都府海区漁業調整委員会の場合は、農林水産大臣が指定する海区にあたるので、計 10 人の海区委員で構

成されている。 

公選委員については、漁業法 92 条及び 93 条の規定により、1 人でも欠員が生じたとき、直ちに選挙会を開き

当選人を定めなければならないこととなっており、当選人を定めることができない場合、補欠選挙を行わなけれ

ばならないこととなっている。 

海区漁業調整委員会の高い公益性に鑑みて同規定が設けられていることは推察できるが、例えば、公職選挙

法 113 条に規定されている各種議会議員選挙の補欠選挙に係る要件と比較しても、最も厳格なものだと理解し

ている。 

また、当該補欠選挙に係る事務については、準備期間は約１か月半にも渡り、説明会の開催や投票のための資

材（投票用紙や不在者投票関係書類など、通常の議会議員の選挙同様の資材約 50 種類）の準備など、多くの

事務を限られた人員で行わなければならず、事務的負担が大きい。特に、説明会等の各種事務で沿海市町村

に出向く際は、京都市内の府選挙管理委員会事務局から沿海市町村まで距離が離れているため、移動が大き

な負担の一つとなっている。 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

制度の改正によって、補欠選挙に係る費用の縮減に資する。 

根拠法令等 

漁業法 92 条、93 条 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

北海道、茨城県、神奈川県、倉敷市、高松市、新居浜市、芦屋町、八代市 

○公選法における補欠選挙の要件よりも厳格にすべき理由があるのか不明だが、公選及び知事推薦（委任）に
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より相当数の委員がいることを考えると、公選法と同様の取扱いで支障はないと考えられる。 

○本県においても，海区漁業調整委員会委員補欠選挙に係る事務については、短期間に限られた人員で準備

する必要があり，事務的負担が大きいため，当該補欠選挙の実施基準の緩和には賛同できる。実施基準の要

件としては，公選法第 113 条第１項第６号の市町村議会議員の例（議員定数の１／６超）などが挙げられる。 

○当団体には複数の海区あり、１人の欠員で補欠選挙を行わなければならない現行制度においては、過去に１

年に５回の補欠選挙を実施したこともあり、費用面等で負担となっている。他の選挙と同様に、欠員が定数の一

定割合を超えるに至った時に補欠選挙を行うことが妥当と考えられる。また、現行では任期満了前２ヶ月以内に

欠員が生じた場合は補欠選挙が実施されないこととなっているが、このことについても公職選挙法と均衡を図

り、任期満了前６ヶ月以内から補欠選挙を行わないように改正されたい。 

○各種選挙において補欠選挙の要件が定められているが、その中でも海区漁業調整委員会の補欠選挙の要

件が最も厳格である。漁業権等をはじめとする漁業調整に関わる重要性を考慮しながらも、公選法と同等程度

への改正を検討いただき、各種議会議員選挙との均衡を図るようお願いしたい。なお、県選挙管理委員会のみ

ならず、投票となれば市町村においても相当の事務的負担が生じることになるが、当県では、平成 19 年 8 月 16

日の補欠選挙において投開票が行われており、その準備は、7 月 29 日の参議院通常選挙と並行して行い大き

な負担となった。 

○制度改正がされ、当選人の不足数と通じて２人以上などの改正が行われれば事務負担の緩和、選挙費用の

縮減につながるものの、定数が 15 人（農林水産大臣が指定する海区にあっては 10 人）といった少数であること

から、公選法の補欠選挙に係る条文を準用するのであれば、公選法第 113 条第 1 項第 6 号の定数の六分の

一を超えるに至ったときとするのが適当であると考える。なお、緩和は要望する。 

○身体上の問題で委員会への出席が思うようにいかず、委員の辞職の意向を持たれている漁業者委員がい

る。ただ、自分ひとりのために補欠選挙が行われなければならないことに、関係者への負担をかけたくないとい

う思いがあり、辞職が言い出せない状況があり、漁業者委員の心的負担ともなっている。これを明確に欠員とし

て扱い、補欠選挙をする必要がなければ、漁業者委員への心的負担も軽減される。高齢の方が立候補される現

状がある中で、心的負担となるような制度は見直す必要があると考えられる。 

 

各府省からの第１次回答 

総理が本部長を務める農林水産業・地域の活力創造本部で決定された「農林水産業・地域の活力創造プラン」

（平成 30 年 6 月 1 日改訂）の別紙 8「水産政策の改革について」及び 6 月 15 日に閣議決定された「規制改革

実施計画」において、「海区漁業調整委員会については、適切な資源管理等を行うため、委員の選出方法を見

直すとともに、資源管理や漁業経営に精通した有識者・漁業者を中心とする柔軟な委員構成とする。」とされて

いる。 

   当該事項の実施時期については、規制改革実施計画の中で「【早期の関連法案提出も含め、速やかに措

置】」することとされており、今回の提案内容である公選委員の取扱いを含め、海区漁業調整委員会制度につい

ては必要な法整備を行う方向で、検討を行っているところである。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 京都府の直近の事例では、平成 30 年３月に、委員１人の死亡により、補欠選挙を実施（無投票）したところで

ある。その際、人件費に加え、約 100 万円（開催経費、投票用紙等印刷代、市町村交付金（投票所・開票所経費

等）など）の経費負担が発生したが、この経費への地方財政措置等はないため、財政的負担を感じているところ

である。また、人的負担として、説明会や立候補受付、投開票所の準備等、延べ 67 人日（県選管職員：47 人

日、県選管地方事務局職員：４人日、市町村選管職員：16 人日）を要しており、こちらも大きな負担となってい

る。 

 本府としては、上記の支障が早期に解消・軽減できるよう、提案の本旨である補欠選挙の実施要件について、

緩和する方向で早期に措置いただくよう改めてお願いしたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

提案団体の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

【全国町村会】 
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提案団体の意向及び関係府省の回答を踏まえ適切な対応を求める。 

 
提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第一次回答において「（略）今回の提案内容である公選委員の取扱いを含め、海区漁業調整委員会制度に

ついては必要な法整備を行う方向で、検討を行っているところである。」と回答いただいているところだが、少なく

とも補欠選挙の実施要件について、提案団体の支障を解消する方向で見直しを検討いただけると解してよい

か。 

○ 「農林水産業・地域の活力創造プラン」（平成 30 年６月１日改訂）等では、「海区漁業調整委員会について

は、適切な資源管理等を行うため、委員の選出方法を見直すとともに、資源管理や漁業経営に精通した有識

者・漁業者を中心とする柔軟な委員構成とする。」とされているが、その検討の方向性をお示しいただいた上で、

提案団体の支障の解消に資するものでなければ、その議論とは切り離して、海区漁業調整委員会の補欠選挙

の実施要件を緩和する方向で早期に結論を得るべきではないか。 

○ また、委員の選出方法の見直しの実施時期については、規制改革実施計画で「【早期の関連法案提出も含

め、速やかに措置】」することとされているが、実施時期に遅れが生じる可能性があるのであれば、提案団体の

支障を早期に解消するためにも、その議論とは切り離して、補欠選挙の実施要件について、緩和する方向で速

やかに結論を得るべきではないか。 

 

各府省からの第２次回答 

 総理が本部長を務める農林水産業・地域の活力創造本部で決定された「農林水産業・地域の活力創造プラ

ン」（平成 30 年 6 月 1 日改訂）の別紙 8「水産政策の改革について」及び 6 月 15 日に閣議決定された「規制改

革実施計画」において、「海区漁業調整委員会については、適切な資源管理等を行うため、委員の選出方法を

見直すとともに、資源管理や漁業経営に精通した有識者・漁業者を中心とする柔軟な委員構成とする。」とされ

ており、今回の提案内容である公選委員の取扱いを含め、海区漁業調整委員会制度については速やかに必要

な法整備を行う方向で、検討を行っているところ。 

 具体的な検討内容については、お示しすることが困難であるが、提案団体の支障を解消するものであると考え

ている。 

 また、海区漁業調整委員会が漁業者代表を中心に据えて漁業調整を行う役割を更に発揮出来るよう、委員の

選出方法や委員の構成等について見直しを行っているところであり、そのうちの一部分を切り離して見直すのは

望ましくないと考えている。 
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